
○平成１５年度に関係土地改良区と用水路　
　の多面的機能についての勉強会を実施。

○関係土地改良区が地域でパネル展示、パ
　ンフレット配布及びアンケケート調査を実施。

テーマ４　地域との協働による危機管理体制づくり

　　～　農業用用水路に大雨時の地域排水を受け入れます　～
　　⑦ 土地改良施設の有する防災機能の活用

○北海道開発局、北海道、関係市町村、関係土地
改良区が連携して、

・国営土地改良事業等による放水施設などの整備
を行います。
・土地改良施設の活用について、協議会、勉強会を
開催します。
・旭川開発建設部では、土地改良施設を活用し、地
域の皆さんを対象にしたイベントを通じて土地改良
施設の多面的機能への理解を広めていきます。

【背　景】農業用用水路は、大雨時には地域排水を受け入れ、周辺の住宅地等
　　　の湛水被害防止機能が存在

【ねらい】土地改良施設の有している地域防災機能の活用と土地改良施設を地
　　　域資産として利用する体制の定着化

展開イメージ

これまでの取組みと成果


